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基
本
と
し
た
処
理
で
環
境
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
農
業
者
で
組
織
す
る
中
山
間
集
落

で
は
、
直
接
支
払
交
付
金
制
度
を
活
用
し
て

処
理
・
運
搬
経
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

回
収
の
方
法
な
ど
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

所
属
す
る
農
業
協
同
組
合
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
／
農
業

振
興
係\

内
線
157
・
158

　　通
年
雇
用
促
進
支
援

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す

　

釧
路
管
内
市
町
村
や
釧
路
支
庁
、
経
済
団

体
、
労
働
団
体
で
組
織
す
る
『
釧
路
地
域
通

年
雇
用
促
進
支
援
協
議
会
』
で
は
、
季
節
労

働
者
の
通
年
雇
用
化
を
目
的
と
し
た
事
業
所

向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時
／
10
月
29
日B

13
時
30
分
か
ら
15
時

30
分

●
会
場
／
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー

●
内
容
／
季
節
労
働
者
の
新
規
雇
用
、
雇
用

維
持
の
た
め
の
制
度
の
紹
介
、
企
業
経
営
に

役
立
つ
助
成
金
な
ら
び
に
労
務
管
理
手
法
に

つ
い
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
商
工
雇
用
推

進
係\

内
線
234
･
235

障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者

手
当
の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す

　

障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
は
、

障
が
い
の
あ
る
人
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

め
に
支
給
さ
れ
る
国
の
制
度
で
す
。

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

　

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活

に
お
い
て
、
常
に
介
護
が
必
要
な
20
歳
未
満

の
在
宅
の
児
童
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
特
別
障
害
者
手
当
】

　

著
し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日

常
生
活
に
お
い
て
、
常
に
特
別
の
介
護
が
必

要
な
20
歳
以
上
の
在
宅
の
人
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
認
定

請
求
が
必
要
で
す
。
な
お
、
所
得
制
限
や
障

が
い
の
程
度
に
よ
っ
て
は
支
給
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
る
ほ
か
、
施
設
入
所
等
を
し
て
い
る

場
合
も
該
当
し
ま
せ
ん
の
で
、
詳
し
い
内
容

に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
／
障
害
福
祉
係\

53^

3
3

3
3

配
偶
者
か
ら
の
暴
力（
Ｄ
Ｖ
）

被
害
者
に
対
す
る
子
育
て
応
援

特
別
手
当
の
事
前
申
請
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
度
に
引
き
続
き
本
年
度
も
子
育

て
応
援
特
別
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な

福
祉

［次へ］［前へ］
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り
ま
し
た
。
支
給
受
付
は
各
市
町
村
で
12
月

11
日
以
降
始
ま
る
予
定
で
す
。

　

諸
事
情
に
よ
り
ど
う
し
て
も
実
際
の
居
住

地
な
ど
に
住
民
登
録
で
き
な
い
配
偶
者
か
ら

の
暴
力（
Ｄ
Ｖ
）被
害
者
の
人
は
、
例
外
措
置

と
し
て
平
成
21
年
10
月
1
日
か
ら
30
日
の
間
、

現
に
居
住
し
て
い
る
市
町
村
に
事
前
申
請
を

行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
基
準
日
（
平
成
21
年

10
月
1
日
）
に
住
民
登
録
を
行
っ
て
い
る
市

町
村
か
ら
子
育
て
応
援
特
別
手
当
を
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ
い

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
対

象
と
な
る
子
ど
も
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
対
象
の
子
の
範
囲
／
平
成
21
年
10
月
1
日

現
在
、
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る

も
の
の
う
ち
、
平
成
15
年
4
月
2
日
か
ら
平

成
18
年
4
月
1
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
子

●
支
給
額
／
1
人
に
つ
き
、
3
6
、
0
0
0
円

●
問
い
合
わ
せ
／
社
会
児
童
係\

53^

3
3

3
3

釧
路
産
な
が
昆
布
の
新
た
な

利
活
用
の
ア
イ
デ
ア
を
募
集
し
ま
す

　

釧
路
町
村
会
で
は『
釧
路
産
な
が
昆
布
』の

消
費
拡
大
を
目
的
と
し
て
、
な
が
昆
布
を
原

料
と
し
た
新
し
い
利
活
用
の
ア
イ
デ
ア
（
料

理
レ
シ
ピ
含
む
）
を
募
集
し
ま
す
。

　

応
募
は
、
年
齢
、
法
人
・
個
人
・
グ
ル
ー

プ
を
問
わ
ず
、
応
募
数
も
問
い
ま
せ
ん
の
で
、

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
郵
送
ま

た
は
電
子
メ
ー
ル
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
厚
岸
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
締
め
切
り
／
10
月
30
日N

●
応
募
あ
て
先
／
〒
0
8
8^

1
5
9
2　

浜
中
町
霧
多
布
東
4
条
1
丁
目
35
番
地
1

浜
中
町
役
場
水
産
課
漁
政
係
『
海
の
幸
』
新
ブ

ラ
ン
ド
化
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当\

62^

2
2
4
3

●
問
い
合
わ
せ
／
水
産
振
興
係\

内
線
155

栄
養
教
室
を
開
催
し
ま
す

　

町
で
は
、
『
食
事
バ
ラ
ン
ス
は
ま
ず
減
塩

で
！
』
を
テ
ー
マ
に
し
た
栄
養
教
室
を
次
の

日
程
で
開
催
し
ま
す
。

　

栄
養
教
室
に
参
加
し
て
、
毎
日
の
生
活
で

の
食
事
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か

け
を
つ
く
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時
／
10
月
28
日V

10
時
か
ら
14
時

●
場
所
／
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
あ
み
か
21

●
対
象
／
町
内
在
住
の
一
般
町
民

●
用
意
す
る
物
／
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾

●
参
加
費
／
3
0
0
円

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
健
康
づ
く
り

係\

53^
3
3
3
3

文
化
の
祭
典
を

楽
し
み
ま
せ
ん
か

　

町
民
文
化
祭
が
同
実
行
委
員
会
の
主
催
に

よ
り
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
出
展

作
品
や
芸
能
発
表
へ
の
出
場
者
を
募
集
し
ま

す
の
で
、
申
し
込
み
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
詳
し

い
内
容
に
つ
い
て
は
、
広
報
あ
っ
け
し
9
月

号
に
折
り
込
ま
れ
た
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

【
作
品
展
示
の
部
】

▽
開
催
日
／
10
月
30
日N

か
ら
11
月
1
日Z

▽
受
付
期
間
／
10
月
9
日N

ま
で

【
社
交
ダ
ン
ス
の
夕
べ
】

▽
開
催
日
／
11
月
14
日M

【
芸
能
発
表
の
部
】

▽
開
催
日
／
11
月
22
日Z

▽
受
付
期
間
／
10
月
30
日N

ま
で

●
会
場
／
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
問
い
合
わ
せ
／
厚
岸
町
民
文
化
祭
実
行
委

員
会
事
務
局（
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
係
内
）

\

67^

7
7
0
0

食

文
化
祭

教
室

　

厚
岸
町
内
で
は
、
若
竹
第
2
埠
頭
や
望　

洋
台
駐
車
場
、
各
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
な

ど
22
カ
所
に
離
発
着
場
を
想
定
し
、
救
急

状
況
に
合
わ
せ
た
対
応
が
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
出
動
要
請
を
受
け

て
か
ら
18
分
程
度
で
厚
岸
に
飛
来
で
き
、

出
動
医
療
ス
タ
ッ
フ
と
消
防
救
急
隊
の
連

携
に
よ
る
初
期
治
療
を
行
い
な
が
ら
、
搬

送
先
医
療
機
関
を
決
定
し
搬
送
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

道
東
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
運
航
に
よ
り
、

医
療
機
関
へ
の
搬
送
時
間
の
大
幅
な
短
縮

が
で
き
、
救
命
救
急
体
制

整
備
に
そ
の
効
果
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
／
健
康
づ

く
り
係\

53^

3
3
3
3

　
　　

『
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
』と
は
、
救
急
医
療
の

　

専
門
医
と
看
護
師
が
同
乗
し
て
救
急
現
場

　

に
飛
び
、
患
者
を
搬
送
す
る
ま
で
の
間
救

　

急
医
療
を
行
う
、
医
療
機
器
等
を
装
備
し

　

た
専
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
す
。

　
　

道
東
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
は
、
釧
路
・
根
室

　

地
域
の
1
0
0
㌔
圏
内
を
運
航
圏
と
し
て
、

　

3
6
5
日
の
運
行
を
基
本
と
し
ま
す
。

（
運
航
時
間
は
8
時
30
分
か
ら
17
時
、
天
候

　

に
よ
っ
て
は
運
航
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

　

ま
す
）

　
　

基
地
病
院
は
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の

　

機
能
を
持
つ
市
立
釧
路
総
合
病
院
で
、
出

　

動
場
所
は
市
立
釧
路
総
合
病
院
と
釧
路
孝

　

仁
会
病
院
の
2
カ
所
で
す
。
医
療
ス
タ
ッ

　

フ
や
受
け
入
れ
医
療
機
関
は
、
基
地
病
院

　

を
中
心
と
し
た
複
数
の
医
療
機
関
で
運
用

　

し
ま
す
。

　

10
月
5
日
か
ら

道
東
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
が
運
航
開
始

10
月
5
日
か
ら

道
東
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
が
運
航
開
始

ふ
と
う

　

な
お
、
平
成
20
年
4
月
か
ら
こ
の
制
度

が
開
始
さ
れ
た
た
め
、
平
成
20
年
度
に
限

り
、
平
成
20
年
4
月
か
ら
平
成
21
年
7
月

末
の
16
カ
月
間
の
合
計
額
で
計
算
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
の
自
己
負
担

額
の
合
計
の
基
準
額
は
、
表
の
か
っ
こ
内

の
金
額
で
す
。

　

支
給
の
対
象
と
な
る
人
へ
は
、
12
月
以

降
に
申
請
手
続
き
の
ご
案
内
を
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
20
年
4
月
か
ら
平
成
21

年
7
月
の
間
に
町
外
か
ら
転
入
し
た
人
や

75
歳
に
到
達
し
た
人
な
ど
の
場
合
、
以
前

の
医
療
保
険
や
介
護
保
険
で
の
自
己
負
担

額
証
明
書
と
と
も
に
役
場
の
保
険
医
療
係

へ
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ

い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
／
保
険
医
療
係\

内
線
117

～
120
、
ま
た
は
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合\

0
1
1^

2
9
0^

5
6
0
1

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
申
請
に
つ
い
て

　

医
療
費
の
負
担
と
介
護
費
の
両
方
の
負

担
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
計
の
負
担

が
重
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
、
平
成
20
年
4
月
か
ら

『
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
』

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

医
療
保
険
上
の
世
帯
を
単
位
と
し
て
、

『
医
者
に
か
か
っ
た
と
き
の
自
己
負
担
額
』

と
、『
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

と
き
の
利
用
者
負
担
額
』
の
1
年
分
の
自

己
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
が
、
こ
の
制

度
の
基
準
額
を
超
え
る
と
、
超
え
た
分
が

高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ

ま
す
。

　

支
給
額
は
、
長
寿
医
療
制
度
と
介
護
保

険
で
支
払
っ
た
自
己
負
担
額
の
割
合
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
者
か
ら
支
払
わ

れ
ま
す
。

　

通
常
は
、
毎
年
8
月
か
ら
そ
の
翌
年
の

7
月
末
ま
で
の
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

自
己
負
担
額
の
合
計
を
も
と
に
計
算
し
ま

す
。

※支給額が500円未満の場合は支給されません。

※所得区分は、毎年7月31日現在の窓口負担割合

　が適用されます。

【現行並み所得者】
　町民税の課税所得が145万円以上ある加入者

（被保険者）とその人と同じ世帯にいる加入者（被

保険者）です。

【住民税非課税世帯】
区分Ⅱ：世帯全員が町民税非課税である人に適用

区分Ⅰ：世帯全員が町民税非課税である人のうち

　　　　次のいずれかに該当する人

　・世帯全員が所得0円かつ公的年金受給額80万

　　円以下の人

　・老齢福祉年金を受給されている人

区     分

現役並み所得者

一般

区分Ⅱ

区分Ⅰ

住　民　税

非課税世帯

自己負担額の
合計の基準額

67万円（89万円）

56万円（75万円）

31万円（41万円）

19万円（25万円）

【平成20年度分の自己負担額の合計の基準額】


